
２０１９年５月１日に改元が行われる見通しです（２０１９年４月１日公示予定）。これに伴い、ＤＢ規約
・ＤＣ規約等において、改元の日以降の日付について「平成」を用いて表記している場合の規約等の変更要否
および変更手続き等について、厚生労働省に取扱いを確認いたしましたので、ご案内いたします。

* 本資料では、「確定給付企業年金」を「ＤＢ」と、「確定拠出年金」を「ＤＣ」と表記します。

【内容】
Ⅰ．ＤＢにおける取扱い
Ⅱ．ＤＣにおける取扱い

＜別紙＞【ＤＢ基金型向け】規約・規程の雛型

本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。
本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。

◇２０１９．２．４ 日本生命保険相互会社 団体年金コンサルティングＧ 発行（日本-年基-201901-170-0681-D）

TEL : 03-5533-5572

〔受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝日、12/31～1/3を除く。）〕

E-mail : kikinmadoguti@nissay.co.jp 
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【当社総幹事ＤＢ基金様へのお願い】

・規約の変更にあたり、規約変更書類を基金様で作成されました場合は、変更内容について当社担当者

までご連絡いただきますようお願いいたします。



Ⅰ．ＤＢにおける取扱い

●ＤＢ規約や、改元の前後に実施する規約変更・財政決算等にかかる申請・届出書類等において、改元の日（５
月１日）以降の日付について「平成」を用いて表記をしている場合の取扱いについて、以下のとおり厚生労働
省の見解が示されております。

項目 厚生労働省の見解（要旨）

規約に定める改元の日以降の日付について、
「平成」を用いて表記している場合の取扱い

・当該日付を新元号を用いた表記へ改める規約変更は不要。
ただし、規約変更を任意で行うことは可。

・原則として、改元があったことのみを理由として規約変更
を行なうことはせず、その他の理由により規約変更を行う
際に、改元に伴う必要な規約変更を併せて行なうことで良
い。

改元の公示日前後ならびに改元の日前後に実施
する、厚生労働（支）局宛の申請・届出
（※１）の取扱い

・申請・届出書類等（※２）に、改元の日以降の日付に

ついて「平成」を用いて表記している場合であっても、元

号に係る部分のみで書類の差替えを行うことは不要。

改元の日前後に実施する財政決算の書類の

取扱い

・財政決算の書類において、改元の日以降の日付について

「平成」を用いて表記している場合であっても、元号に係

る部分のみで書類の差替えを行うことは不要。

項目 厚生労働省の見解（要旨）

規約における日付の表記を新元号に変更する
場合 【ＤＢ規約型の場合】

団体内手続き ：同意（※３）不要。
（ＤＢ法施行規則第７条第２項第６号（第７条第１項第１３号における「法令の

改正に伴う変更」）に該当。）

行政手続き ：届出不要。
（ＤＢ法施行規則第１０条第６号（第７条第１項第１３号における「法令の改正
に伴う変更」）に該当。）

【ＤＢ基金型の場合】
基金内手続き ：代議員会の議決。（理事長専決可）

行政手続き ：届出不要。
（ＤＢ法施行規則第１８条第３号（第７条第１項第１３号における「法令の改正

に伴う変更」に該当。）

＜改元があったことのみを理由として、任意で規約変更を行う場合の手続き＞

●このように、改元があったことのみを理由として規約変更を行う必要はないとされていますが、任意で規約変
更を行う場合の手続きについても、厚生労働省より見解が示されておりますので、ご案内いたします。

（※１）規約新設・変更・終了等の申請・届出 （※２）鏡文・規約・同意書・証明書・数理書類・就業規則等

ＤＢ基金型において、規約・規程における日付の表記を新元号に変更する場合の変更書類については、

＜別紙＞をご参照ください。



Ⅱ．ＤＣにおける取扱い

●ＤＣ規約や、改元の前後に実施する規約変更等にかかる申請・届出書類等において、改元の日以降の日付につ
いて「平成」を用いて表記をしている場合の取扱いについて、以下のとおり厚生労働省の見解が示されており
ます。

項目 厚生労働省の見解（要旨）

規約に定める改元の日以降の日付について、
「平成」を用いて表記している場合の取扱い

・当該日付を新元号を用いた表記へ改める規約変更は不要。
ただし、規約変更を任意で行うことは可。

改元の公示日前後ならびに改元の日前後に実施
する、厚生労働（支）局宛の申請・届出

（※４）の取扱い

・申請・届出書類等（※５）に、改元の日以降の日付に

ついて「平成」を用いて表記している場合であっても、

元号に係る部分のみで書類の差替えを行うことは不要。

項目 厚生労働省の見解（要旨）

規約における日付の表記を新元号に変更する
場合

団体内手続き ：同意（※６）不要。
行政手続き ：届出要。

（ＤＣ法施行規則第５条第１８号における「法令の改正に伴う変更」に該当。）

規約における日付の表記を西暦に変更する

場合

※厚生労働省より、規約における日付を西暦

表記にすることは「差支えない」との見解が

示されております。

団体内手続き ：同意（※６）要。

行政手続き ：届出要。

（ＤＣ法施行規則第５条第１７号における「規約に規定する内容の実質的な変更

を伴わない事項」に該当。）

＜改元があったことのみを理由として、任意で規約変更を行う場合の手続き＞

●このように、改元があったことのみを理由として規約変更を行う必要はないとされていますが、任意で規約
変更を行う場合の手続きについても、厚生労働省より見解が示されておりますので、ご案内いたします。

（※４）規約新設・変更・終了等の申請または届出 （※５）承認申請書（届出書）・規約・同意書・証明書・就業規則等

（※６）第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者または労働組合の同意

項目 厚生労働省の見解（要旨）

規約における日付の表記を西暦に変更する

場合

※厚生労働省より、規約における日付を西暦

表記にすることは「差支えない」との見解が

示されております。

【ＤＢ規約型の場合】

団体内手続き ：同意（※３）要。

行政手続き ：届出要。

（ＤＢ法施行規則第７条第１項第１２号における「規約に規定する内容の実質的

な変更を伴わない事項」に該当。）

【ＤＢ基金型の場合】

基金内手続き ：代議員会の議決。

行政手続き ：届出要。
（ＤＢ法施行規則第１５条第３号（第７条第１項第１２号における「規約に規定す

る内容の実質的な変更を伴わない事項」）に該当。）

＜改元があったことのみを理由として、任意で規約変更を行う場合の手続き（続き）＞

（※３）厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者または労働組合の同意

●なお、規程については、規約に準じて各団体（基金）の判断により取扱われるものと考えられます。


